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調剤報酬の改定により西暦2008年４月
( 平成20年 )から、下記の時間帯に
薬局で処方箋を受け付けた場合は、
一部負担金が高くなることがあります。

日曜日 及び 祝祭日

午前０時～午前８時
平日

午後７時～午前０時

午前０時～午前８時
土曜日

午後１時～午前０時

令和７年６月１日
開設者：有限会社シュウコウ・メディック

管理薬剤師：中尾 敦恵


